
京 都 大 学 に お け る 核 燃 料 物 質 の 計 量 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

 

 

別表 

理学部 

医学部 

工学部放射実験室 

農学部（宇治地区を除く。） 

大学院人間・環境学研究科 

化学研究所 

医生物学研究所 

エネルギー理工学研究所 

生存圏研究所 

複合原子力科学研究所 

 

   附 則（令和８年達示第６５号） 

 この規程は、令和８年６月１５日から施行する。 
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